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令和３年第１回中空知広域水道企業団議会定例会 

 

令和３年２月２６日（金） 滝川市役所１０階議会議場 

 

午後２時３０分  開 会 

午後３時１２分  閉 会 

 

○議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 行政報告 

 日程第４ 報告第１号 例月現金出納検査報告について 

 日程第５ 議案第１号 令和３年度中空知広域水道企業団水道事業会計予算 

 日程第６ 議案第２号 監査委員の選任について 

 

○出席議員     １２名 

  １番 堀   重 雄 君  ２番 木 下 八重子 君  ３番 寄 谷 猛 男 君 

  ５番 水 口 典 一 君  ６番 水 島 美喜子 君  ７番 小 黒   弘 君 

  ８番 中 道 博 武 君  ９番 佐々木 政 幸 君  10番 川 野 敏 夫 君 

  11番 山 川 裕 正 君  12番 森 岡 新 二 君  13番 大 矢 雅 史 君 

 

○欠席議員      １名   ４番 柴 田 文 男 君 

 

○説 明 員 企 業 長    前 田 康 吉 君   副企業長    善 岡 雅 文 君 

      副企業長    柴 田 一 孔 君   副企業長    三 本 英 司 君 

      参  与    千 田 史 朗 君   監査委員    宮 崎 英 彰 君 

      監査委員    中 野 浩 二 君   企業局長    阪 本 康 雅 君 

      監査事務局長  杉 原 慶 紀 君   営業課長    横 山 浩 丈 君 

      営業課主幹   江 末 孝 之 君   工務課長    吉 尾 一 彦 君 

      滝川営業所長  加 地 幸 治 君   砂川営業所長  岩 﨑 賢 一 君 

      歌志内営業所長 山 田   元 君   奈井江営業所長 大 津 一 由 君 

      工務課副主幹  金 瀧 靖 次 君   工務課副主幹  種 田 佳 宏 君 

      営業課主査   伊 藤 貴 寛 君   営業課主査   冨 永 弘 樹 君 

      工務課主査   早 坂 彰 彦 君   工務課主査   佐 藤 純 平 君 

      営業課主任級主事 松 本 憲 英 君 

 

○会議事務従事者 議会事務局長  山 崎 仁 嗣 君 

         事務局書記  伊 藤 雄 樹 君 
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◎開会・会議宣言                          開会時間午後２時３０分 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただいまより、令和３年第１回中空知広域水道企業団議会定例会を開会いたし

ます。 

 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。 

 欠席の申出は、柴田議員であります。 

 よって、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

 発言は質問席で行い、討論は演壇で行うことといたします。 

 

 日程第１ 「会議録署名議員指名」を行います。 

 会議録署名議員は、議長において５番水口議員、８番中道議員を指名いたしま

す。 

 

 日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 

 今定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定いたしました。 

 

 日程第３ 「行政報告」を行います。 

 行政報告を求めます。 

 

 （企業長挙手） 

 

 企業長。 

 

 本日、令和３年第１回中空知広域水道企業団議会定例会を招集させていただき

ました。 

 議員の皆様にご出席をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 行政報告でございますが、詳細につきましては、お手元に資料として配布いた

しております印刷物をお目通しいただきたいと思いますが、２点につきまして口

頭でご報告させていただきます。 

 初めに、札幌国税局の誤った指導に基づく手数料の還付等の扱いについてでご

ざいます。 

 令和２年第２回定例会において報告した「手数料に関する消費税等の課税区分

の誤り」の内容の一部について、札幌国税局の誤った指導に基づく誤りがあった

ことが判明いたしました。 

 当企業団において、消費税等の課税区分を課税扱いとして取り扱ってきた２つ

の手数料について、滝川税務署から非課税扱いとすべきものとの指導を受け、構

成市町とその受託業者などに還付を行ったところですが、そのうち水質検査手数
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○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

料については、従来どおりの課税扱いが正当との申出が札幌国税局からありまし

た。 

 当企業団としては、今回示された正しい法解釈に従った適切な対応をすべく、

検査の受託者に対し、誠意をもって還付金の返還をお願いするとともに、所轄税

務署に対して修正申告を行いました。 

 滝川税務署から照会を受けた札幌国税局が自らの解釈のみで判断し、国税庁へ

の確認を怠ったものであり、大変遺憾に思います。 

 ２点目は、水道水の供給状況でございます。 

 令和２年１１月分から令和３年１月分までの有収水量につきましては、１４５

万２，５４５立方メートルとなり、令和元年度における同期間の有収水量と比較

いたしますと１００．３２パーセントとなっております。 

 口頭での報告につきましては以上でございますが、本議会における報告及び議

案等につきまして、後ほどご説明申し上げますので、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これをもちまして、行政報告を終わります。 

 

 日程第４ 報告第１号｢例月現金出納検査報告について｣を議題といたします。 

 「例月現金出納検査報告について」は、監査委員より別途配布の報告書のほか、

特に説明がない旨の申出がありました。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 報告第１号は、報告済みといたします。 

 

 日程第５ 議案第１号｢令和３年度中空知広域水道企業団水道事業会計予算」

を議題といたします。 

 

 提案理由の説明を求めます。 

 

 （企業長挙手） 

 

 企業長。 
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○議 長 

 

○阪本企業局長 

 

 令和３年第１回中空知広域水道企業団議会定例会の開会に当たり、新年度予算

案の大綱についてご説明申し上げます。 

 令和３年度は、当企業団の水道事業経営の基本である「中空知広域水道企業団

水道事業ビジョン」及び「水道事業経営戦略」に基づく３年目の予算となります。 

 これらの計画に基づき、老朽化した水道施設や水道管の更新及び改修等を継続

するとともに、新たに耐震化計画に基づく耐震補強工事の費用を計上し、安全・

強靱・持続の基本となる耐震工事を本格的に実施していくこととなります。 

 これまで以上に、水道事業者としての地域の重要な生活インフラ、社会インフ

ラの責務の重大さを企業団職員一人一人が改めて認識し、引き続き事業の効果や

効率性の精査を徹底した上で対策を講じるとともに、また、地震や台風など自然

災害への備えをしながら、安定して対応できるよう関連団体との連携強化を図り

ながら安全で安心な水の供給に努めてまいります。 

 それでは初めに、収益的収入及び支出について申し上げます。 

 収入では、営業収益として給水収益を１５億３，４９６万円、受託工事収益を

６１７万円、その他営業収益を７，７２４万円計上し、営業外収益として受取利

息及び雑収益を９３万円、負担金を２，８５５万円、長期前受金戻入を９，６０

０万円、消費税及び地方消費税還付金を２，５６８万円計上し、収入総額１７億

６，９５３万円を見込んだところであります。 

 支出は、営業費用を１４億４，９９２万円、営業外費用を５，０１６万円、特

別損失３７万円、予備費を２８０万円計上、支出総額１５億３２５万円を見込ん

でおり、収支差引としては２億６，６２８万円の利益となる見込みであります。 

 なお、給水収益の現年度分の収納率については９９．３パーセントを目標に掲

げ、引き続き収納率の向上に努めてまいります。 

 次に資本的収入及び支出について申し上げます。 

 収入では、企業債を９億２，７００万円、出資金を９７３万円、国庫補助金を

２３８万円、工事負担金その他を１３６万円計上し、収入総額９億４，０４７万

円を見込んだところであり、支出は、建設改良費を１６億１，４９８万円、企業

債償還金を２億６，７７３万円、予備費を２００万円計上し、支出総額１８億８，

４７１万円を見込んでおり、資本的収入が資本的支出に対して不足する額９億

４，４２４万円は、過年度分損益勘定留保資金等をもって補填することとしてい

ます。 

 以上、本会計の予算の大綱について申し上げましたが、「中空知の未来を守り 

 育てる広域水道」として、安定した経営の確立、安全で安定した給水を行うた

め一層努力し、水道事業の使命達成に努める所存であります。 

 予算の詳細につきましては、担当より説明申し上げますので、住民の皆様、企

業団議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、慎重なご審議を

いただきますよう重ねてお願い申し上げまして、予算大綱の説明といたします。

以上です。 

 

 （阪本企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

 それでは、議案第１号「令和３年度中空知広域水道企業団水道事業会計予算」
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についてご説明申し上げます。 

 予算書の１ページをお開き願います。第１条は総則でございます。第２条は業

務の予定量でございます。年間総配水量７０５万５，０００立方メートル、１日

平均配水量１万９，３２９立方メートル、給水戸数３万１，５９１戸を予定して

おります。 

 主な建設改良事業につきましては、配水管更新工事及び浄水場施設整備などの

施設整備費といたしまして１４億７，２７８万円、水道メーターの新設及び交換

に要する量水器費といたしまして１億１，９５３万９，０００円を予定いたして

おります。 

 第３条は収益的収入及び支出でございます。収入では第１款水道事業収益、第

１項営業収益から第３項特別利益までの合計で１７億６，９５３万２，０００円

を予定しております。 

 支出では第１款水道事業費用、第１項営業費用から第４項予備費までの合計で

１５億３２５万３，０００千円を予定しているところでございます。 

 第４条は資本的収入及び支出でございます。収入では第１款資本的収入、第１

項企業債から第５項分担金までの合計で９億４，０４７万３，０００円を予定し

たところでございます。 

 ２ページをお開きください。次に支出では第１款資本的支出、第１項建設改良

費から第３項予備費までの合計で１８億８，４７０万９，０００円を予定したと

ころでございます。 

 １ページにお戻り願います。資本的収入が資本的支出に対し不足する額９億

４，４２３万６，０００円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額１億３，７３１万５，０００円、過年度分損益勘定留保資金４億３，３

８６万６，０００円及び当年度分損益勘定留保資金３億７，３０５万５，０００

円で補填したいとするものでございます。 

 再度２ページをお開き願います。第５条企業債では、起債の目的とする施設整

備事業の財源といたしまして、９億２，７００万円の借入れを限度額と定めるほ

か、起債の方法、利率、償還の方法について定めるものでございます。 

 第６条は、一時借入金の限度額を２億円と定めるものございます。 

 第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用でございますが、消費税及び地

方消費税に不足が生じた場合及び営業費用と営業外費用の経費の流用について

できることを定めるものでございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ、それ以外の経費と流用することのできな

い経費を職員給与費２億１，２１７万８，０００円及び交際費１０万円と定める

ものでございます。 

 第９条は、たな卸資産の購入限度額を６，７５９万３，０００円と定めるもの

で、水道メーター資材の購入費でございます。 

 第１０条は、重要な資産の取得及び処分で、令和３年度においてはパージアン

ドトラップガスクロマトグラフ質量分析計１台を取得する予定です。 

 ４ページをお開き願います。予算実施計画でございます。４ページは収益的収

入及び支出、５ページは資本的収入及び支出でございます。詳細につきましては、

予算明細書でご説明申し上げますのでお目通し願います。 

 ７ページをお開きください。キャッシュフロー計算書でございます。令和３年

度期末の資金残高は１７億６，６０３万８，０００円を予定しております。 

 次に８ページから１１ページまでは所定の様式によります給与費明細書でご
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ざいますのでお目通し願います。なお、会計年度任用職員以外の職員数につきま

しては、令和２年度と同じく２３名を予定しております。 

 １３ページについては、債務負担行為に関する調書でございますのでお目通し

願います。 

 １４、１５ページについては、令和３年度予定貸借対照表で利益剰余金につき

ましては、期末で１７億９，３５７万８，０００円を予定しております。 

 １６、１７ページについては、令和２年度予定貸借対照表でございますのでお

目通し願います。 

 １９ページをお開きください。令和２年度予定損益計算書でございますが、当

年度純利益２億１，６７６万６，０００円を予定しております。 

 ２０ページをお開きください。予算明細書です。主なものについてご説明申し

上げます。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。１款水道事業収益、１項営業収益、

１目給水収益１５億３，４９６万３，０００円については、前年比０．１パーセ

ントの減でございます。なお、有収水量については５７８万５，０００立方メー

トルを見込んでおります。 

 ２目受託工事収益６１６万５，０００円については、前年比１５．３パーセン

トの減で、対象受託工事の減によるものでございます。 

 ３目その他営業収益７，７２４万２，０００円については、前年比４．７パー

セントの減で、主にメーター負担金と配・給水管修理補償金などの減によるもの

でございます。 

 ２項営業外収益、２目負担金２，８５５万４，０００円については、前年比５．

１パーセントの減で、主に構成市町からの福祉料金減免分の負担金の減によるも

のでございます。 

 ３目長期前受金戻入９，５９９万８，０００円については、前年比０．７パー

セントの減で、長期前受金収益化額の減によるものでございます。 

 ４目雑収益９２万６，０００円については、前年比６．８パーセントの増で、

撤去メーター器の売却増を見込んでおります。 

 ５目消費税及び地方消費税還付金２，５６７万９，０００円については、中央

監視装置の更新工事など金額の大きな支払が発生することから、仮受消費税より

仮払消費税が上回るため消費税の還付金が発生するものでございます。 

 ２１ページからは支出でございます。１款水道事業費用、１項営業費用、１目

議会及び監査費６６万６，０００円につきましては、前年度同額で計上いたして

おります。 

 ２目原水及び浄水費３億２，３３６万６，０００円については、浄水場の運転

管理に係る経費で、前年比１．２パーセントの減で、主に動力費の減によるもの

でございます。 

 ２２ページをお開き願います。３目配水及び給水費１億３，７８７万２，００

０円については、配水管の修理及びポンプ場の維持管理に係る経費で、前年比１

３．６パーセントの増となり、主に国道１２号線の道路改良に伴う仮設管の切回

し工事による増でございます。 

 ４目受託工事費６０１万７，０００円については、前年比０．４パーセントの

減で、主に消火栓新設の受託工事費用などでございます。 

 ２３ページに移りまして、５目業務費１億４，３２６万９，０００円について

は、水道料金の賦課徴収に係る人件費及びメーター検針委託料などの経費でほぼ
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○議 長 

 

 

前年同額を計上してございます。 

 ６目総係費６，７１７万５，０００円については、総務担当の人件費及び営業

所の使用などの経費で、ほぼ前年同額を計上してございます。 

 ２４ページに移りまして、７目減価償却費７億９９１万４，０００円について

は、前年比０．２パーセントの減で、浄水施設・配水管などの償却費でございま

す。 

 ８目資産減耗費６，１６３万７，０００円については、前年比８．７パーセン

トの減で、配水管などの除却費用でございます。 

 ２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費４，９０８万３，０００円

については、前年比８．１パーセントの減で、企業債の利息償還分の減によるも

のでございます。 

 ３項特別損失、１目過年度損益修正損３７万６，０００円については、給水収

益過年度調定の減額分でございます。 

 ４項１目予備費２８０万円については、前年度同額で計上いたしております。 

 ２５ページに移りまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。 

 最初に収入でございます。１款資本的収入、１項１目企業債９億２，７００万

円については、前年比８２．８パーセントの増で、施設整備費などの費用の増加

に伴う企業債借入金の増によるものでございます。 

 ２項１目出資金９７３万４，０００円については、前年比３．５パーセントの

増で、構成団体からの出資金でございます。 

 ３項１目国庫補助金２３８万４，０００円については、施設の耐震化の実施設

計に対する国の補助金を見込んでおります。 

 ４項１目建設改良工事負担金１１５万５，０００円については、廃止管撤去工

事に伴う滝川市からの負担金を見込んでおります。 

 ５項１目分担金２０万円については、前年同額で計上しております。 

 ２６ページをお開きください。支出でございます。１款資本的支出、１項建設

改良費、１目施設整備費１４億７，２７８万円については、前年比８８．８パー

セントの増で、工事請負費の増に伴うものでございます。なお、工事請負費の内

訳は説明欄に記載しておりますのでお目通し願います。 

 ２目量水器費１億１，９５３万９，０００円については、前年比２．８パーセ

ントの減で、対象件数の減によるものでございます。 

 ２７ページに移りまして、３目固定資産取得費２，２６６万円については、水

質検査用のガスクロマトグラフ質量分析計の購入費が主なものでございます。 

 ２項１目企業債償還金２億６，７７３万円については、前年比１７．７パーセ

ントの増でございます。 

 ３項１目予備費２００万円については、前年同額で計上しております。 

 ２８ページにおきましては、財務諸表における会計処理の基準及び手続を明確

化した注記表でございます。２９ページにつきましては、構成団体からの出資金、

負担金の内訳でございます。 

 以上で、議案第１号「令和３年度中空知広域水道企業団水道事業会計予算」の

説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 



 8 

 

 

○議 長 

 

○小 黒 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○吉尾工務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （小黒議員挙手） 

 

 小黒議員。 

 

 私から１点、建設改良費についてお伺いするのですけれども、先ほど企業長の

大綱の説明でもあったように、令和３年度は１６億という大きな建設改良が見込

まれていまして、以前に水道料金の引上げの時に、説明会等の資料で説明されて

いる事業計画と若干のずれが出てきているように思うのです。その辺の理由とい

うことをまずお伺いするのと、今回改めて１６億という大きな建設改良費になっ

ている中身をもう少し詳しくご説明をいただければと思います。 

 

 （吉尾工務課長挙手） 

 

 工務課長。 

 

 工務課の吉尾です。小黒議員のご質問にご答弁させていただきます。 

 今おっしゃられた建設改良費の件で、計画と少し乖離があるのではないかとい

うようなお話でしたが、これにつきましては、計画というのは平成２９年度に作

成した経営戦略をベースにしておりますが、その時は消費税抜きの計上の仕方を

しておりますので、消費税抜きの形でお話しさせていただきますと、当初予算で

は令和２年度、３年度ということで中央監視装置の更新工事が２か年に渡るとい

うことで、当初は令和２年度の単年度で行う予定をしていましたが、いろいろと

実施をする中で、工程上２年かかるということで２か年にした経緯があります。

これにより令和２年度は計画より少なくて、令和３年度に計画より多いという現

象が起きています。これについては数字でご説明申し上げますと、当初予算で令

和２年度は８億３,４０５万６，０００円、令和３年度は１４億７，７６６万１，

０００円です。これは消費税抜きで計上しております。それに対して経営戦略で

は２か年で２２億５，４２３万１，０００円です。今申し上げた当初予算の令和

２年度と３年度は２３億１，１７１万７，０００円で、計画に対して建設改良費

は５，７４８万６，０００円のマイナスとなっている状況です。これにつきまし

ては、見かけ上マイナスとなっておりますが、この建設改良費は計画策定時に耐

震化計画はまだ策定されておらず、事業費に含まれていないこともあって、それ

は別枠で現金支出分２億円ということで、別に予算で確保しているのですけれど

も、それが計画に入っていなかったということがございまして、見かけ上マイナ

スとなっておりますが、トータル的には基本的に令和２年度と３年度を比較した

場合に、計画の予算の中の範囲内で収まっているような形で、令和元年度の執行

している残額を含めてみていきますと、計画の範囲内に収まっているような状況

であります。したがって、議員からの計画と乖離しているのではないかというこ

とでは、見かけ上乖離しているのですけれども、通してみると計画の範囲内で予

算を執行しているような状況であります。 

 ２点目の工事の内容の中身につきましては、お手元の資料にあります２６ペー

ジに工事がありまして、施設整備費の中の工事請負費という欄がございます。こ

れについては、主に２つに分けて、管路の更新工事と浄水場等の施設の更新工事

と、今回新たに計上した耐震化の工事というものが含まれております。管路の工

事につきましては、今ここに計上しております、滝川地区・砂川地区・歌志内地
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○議 長 

 

○小 黒 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○吉尾工務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

区・奈井江地区の計３７本で、管路更新計画に基づいて管路の布設替等の予算を

計上しております。それと浄水場等の施設の更新工事につきましては、浄水場等

の更新及び修繕計画に基づいて、耐用年数が過ぎているものがあるのですけれど

も、施設の機械設備などの電気設備など、更新を計画に基づき行っていくような

形と、耐震化工事については昨年度の令和元年度に策定した、令和２年度から令

和１０年度までの９年間で、これも消費税抜きですが約９億３００万円の予算計

上をしておりまして、令和３年度から耐震化工事を、具体的な中身については、

来年度は取水の水管橋の耐震化ということで、取水塔から浄水場に向かう管の中

で、橋により管を導いて横断しているものが、地震によって橋が落橋しないよう

に、橋の受け手の支承部分のところに補強材を設置して、大きな地震があったと

きに落橋しないための装置を設置していくような形での工事を計上しておりま

す。工事の中身は大まかではありますが、ご答弁申し上げます。以上です。 

 

 （小黒議員挙手） 

 

 小黒議員。 

 

 細かく説明をしていただいたのですけれども、そもそも水道料金の値上げの時

に、説明会等をしながら配られ説明された資料ですよね。今、お話になった内容

というのは、説明会で説明されていた工事の内容と年度はずれてきているのかも

しれませんが、内容については全く同じなのかどうかということを次にお伺いす

るのと、仮に同じだとするとすれば、今回１６億円の建設工事費になるのですけ

れども、キャッシュフローをみれば、現金としても１７億円が今もあるというキ

ャッシュフローがここに示されているわけで、経営的には何とかなるのかなと、

ただキャッシュフローの中には９億円以上の借金があるということも含まれて

いるので、とりあえずはキャッシュフロー的にいえば１７億円の現金が残ってい

るということで、経営的にはなんとかなっていくのかなというふうに思うのです

けれども、次の質問で最後にするのですが、この建設工事の関係は、大きな事業

というのは令和３年度である程度ピークで、次は大体８億から９億円ぐらいの通

常の工事費ぐらいになっていくのだと思うのですけれども、そのようになってい

くのか今後のことも少しお伺いをして終わりたいと思います。 

 

 （吉尾工務課長挙手） 

 

 工務課長。 

 

 議員のご質問にご答弁させていただきます。住民説明会で説明した時と全く同

じ工事かどうかというお話でありましたが、一応、計画というのは先ほど申し上

げました対応年数などをみていきまして、積み上げてきているという経緯がござ

います。ただ、実施をしていく上で、例えば管路でいうと、思わぬ漏水が出てき

て、心配なところを先に工事を実施したり、あるいは施設についても経過年数

等々で思いのほか具合が悪いということで、そういう意味での振替をしておりま

す。いずれにしましても１０か年程度の計画でございますので、その計画の中で

の掲げた項目と若干の差は出てくるのですが、それは水を供給するのに支障にな

らないような形で、持たせられるものは持たせて、先に工事をしなければならな
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○議 長 

いものは先にやっていくということで、そういうところにあっては微調整で臨機

応変に対応させていただきたいと思っております。以上です。 

 

 （横山営業課長挙手） 

 

 営業課長。 

 

 私の方から２点目の質問の関係で、キャッシュフローの中に現金は１７億円は

あるけれども、今後、建設工事の大きなものについては、今年度の令和３年度の

予算分がピークなのかという質問でございますが、現時点においては１年間ずれ

たということを除いて、計画は順調に進んでおりますので、令和４年度以降につ

いては、１０億円を超えるようなものはないというふうに今のところ計画をして

おります。７億円から９億円の間の工事で、その年によって若干の差がございま

すけれども、そういう形で工事を計画しているところでございます。以上です。 

 

 （吉尾工務課長挙手） 

 

 工務課長。 

 

 最後の３点目のご質問ですが、令和２年度、３年度それ以降についての工事費

についての動向についてのご質問ですが、これにつきましては、基本的に経営戦

略で計上していますが、これも消費税抜きの額で申し訳ありませんが、約７億円

から９億円弱のところで工事を行っていく形で計画をしております。以上です。 

 

 ほかに質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 

 本案を可決することにご異議ございませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 異議なしと認めます。 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 よって、議案第１号は可決されました。 

 

 日程第６ 議案第２号「監査委員の選任について」を議題といたします。 

 

 提案理由の説明を求めます。 

 

 （企業長挙手） 

 

 企業長。 

 

 ただいま上程されました、議案第２号「監査委員の選任」につきまして、提案

理由のご説明を申し上げます。 

 当企業団監査委員宮崎英彰氏が、令和３年５月２８日で任期満了となりますこ

とから、引き続き同氏を選任いたしたく、中空知広域水道企業団規約第１１条第

３項の規定に基づき同意を求めるものでございます。 

 同氏の略歴を添付しておりますので、お目通しをいただきたいと思います。 

 以上で説明を終わりますが、選任同意につきまして、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 

 これより、議案第２号を採決いたします。 

 本案については、これに同意することにご異議ございませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することと決しました。 

 

 以上をもちまして、本定例会に提案されました議案の審議は全て終了いたしま

した。 
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○議 長 

 

 

 これをもちまして、令和３年第１回中空知広域水道企業団議会定例会を閉会 

いたします。お疲れ様でございました。 

 

                                                         閉会午後３時１２分 
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